
日
本
海
事
セ
ン
タ
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企
画
研
究
部
　
主
任
研
究
員

森
本
清
二
郎

気
候
変
動
変
動

気
候
変
動

海
運
海
運
海
運
海
運
海
運
海
運
と

海
運
と

　

海

運

分

野

の

脱

炭

素

化

を

目

指

す

欧

州

連

合

（

Ｅ

Ｕ

）

は

、

欧

州

経

済

領

域

（

Ｅ

Ｅ

Ａ

）

発

着

船

に

対

す

る

Ｅ

Ｕ

―

Ｅ

Ｔ

Ｓ

の

適

用

に

加

え

て

、

温

室

効

果

ガ

ス

（

Ｇ

Ｈ

Ｇ

）

強

度

を

規

制

す

る

Ｆ

ｕ

ｅ

ｌ

Ｅ

Ｕ

マ

リ

タ

イ

ム

を

本

年

１

月

か

ら

実

施

し

て

い

る

。

　

本

規

制

は

Ｅ

Ｅ

Ａ

発

着

船

が

使

用

す

る

エ

ネ

ル

ギ

ー

の

年

間

ラ

イ

フ

サ

イ

ク

ル

Ｇ

Ｈ

Ｇ

強

度

（

メ

ガ

ジ

ュ

ー

ル

当

た

り

グ

ラ

ム

Ｃ

Ｏ

２

換

算

の

Ｇ

Ｈ

Ｇ

排

出

量

）

の

規

制

値

を

設

定

し

、

２

０

２

５

年

か

ら

５

年

毎

に

規

制

値

を

強

化

し

て

Ｇ

Ｈ

Ｇ

強

度

の

小

さ

い

低

・

脱

炭

素

燃

料

へ

の

転

換

を

促

す

も

の

で

あ

る

＝

図

。

例

え

ば

、

重

油

（

Ｈ

Ｆ

Ｏ

）

の

排

出

係

数

は

メ

ガ

ジ

ュ

ー

ル

当

た

り

�

・

７

㌘

で

あ

り

、

当

初

の

規

制

値

で

あ

る

�

・

�

㌘

を

上

回

る

た

め

、

重

油

船

で

規

制

に

適

合

す

る

た

め

に

は

重

油

と

併

せ

て

排

出

係

数

の

小

さ

い

バ

イ

オ

燃

料

を

使

用

す

る

必

要

が

あ

る

。

液

化

天

然

ガ

ス

（

Ｌ

Ｎ

Ｇ

）

燃

料

船

の

場

合

、

搭

載

エ

ン

ジ

ン

の

種

類

に

よ

っ

て

は

�

年

代

後

半

ま

で

規

制

適

合

が

可

能

と

な

る

。

　

Ｆ

ｕ

ｅ

ｌ

Ｅ

Ｕ

マ

リ

タ

イ

ム

の

特

徴

は

、

複

数

の

船

舶

間

で

規

制

値

と

の

過

不

足

分

を

融

通

す

る

プ

ー

リ

ン

グ

が

認

め

ら

れ

て

い

る

点

だ

。

例

え

ば

、

低

速

デ

ィ

ー

ゼ

ル

エ

ン

ジ

ン

を

搭

載

し

た

Ｌ

Ｎ

Ｇ

燃

料

船

で

Ｌ

Ｎ

Ｇ

を

使

用

す

る

場

合

の

排

出

係

数

は

�

・

１

㌘

で

あ

り

、

初

期

の

規

制

値

を

下

回

る

た

め

、

規

制

値

と

の

差

分

に

エ

ネ

ル

ギ

ー

消

費

量

を

掛

け

合

わ

せ

た

Ｇ

Ｈ

Ｇ

排

出

量

の

余

剰

分

を

他

の

重

油

船

の

不

足

分

に

充

て

る

こ

と

が

で

き

る

。

さ

ら

に

排

出

係

数

の

低

い

バ

イ

オ

燃

料

や

合

成

燃

料

（

ｅ

―

ｆ

ｕ

ｅ

ｌ

）

で

あ

れ

ば

、

よ

り

多

く

の

余

剰

分

を

入

手

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

他

船

と

の

融

通

に

加

え

、

余

剰

分

の

翌

年

へ

の

繰

り

越

し

（

バ

ン

キ

ン

グ

）

や

不

足

分

の

翌

年

か

ら

の

前

借

り

（

ボ

ロ

ー

イ

ン

グ

）

も

認

め

ら

れ

る

。

最

終

的

に

は

不

足

分

に

応

じ

た

罰

金

の

支

払

い

に

よ

る

規

制

適

合

も

可

能

だ

。

こ

の

た

め

、

罰

金

額

が

余

剰

分

の

取

引

価

格

の

上

限

と

な

り

、

代

替

燃

料

へ

の

経

済

的

イ

ン

セ

ン

テ

ィ

ブ

が

付

与

さ

れ

る

こ

と

に

な

る

。

　

さ

ら

に

本

規

制

で

は

�

年

よ

り

Ｅ

Ｅ

Ａ

の

指

定

港

に

寄

港

す

る

コ

ン

テ

ナ

船

と

客

船

に

対

し

て

係

留

時

の

陸

上

電

源

使

用

が

義

務

付

け

ら

れ

る

。

た

だ

し

、

係

留

時

間

が

２

時

間

未

満

で

あ

る

場

合

や

蓄

電

池

を

使

用

す

る

場

合

な

ど

例

外

が

認

め

ら

れ

て

お

り

、

係

留

時

の

電

力

需

要

に

応

じ

た

罰

金

の

支

払

い

に

よ

る

規

制

適

合

も

認

め

ら

れ

る

。

陸

上

電

源

は

Ｇ

Ｈ

Ｇ

に

加

え

て

大

気

汚

染

物

質

の

排

出

削

減

に

も

寄

与

す

る

技

術

と

し

て

注

目

さ

れ

て

お

り

、

ク

リ

ー

ン

エ

ネ

ル

ギ

ー

へ

の

転

換

を

促

す

対

策

の

一

つ

と

し

て

盛

り

込

ま

れ

て

い

る

。

　

こ

の

よ

う

に

Ｆ

ｕ

ｅ

ｌ

Ｅ

Ｕ

マ

リ

タ

イ

ム

は

海

事

分

野

で

の

燃

料

・

エ

ネ

ル

ギ

ー

転

換

を

促

す

も

の

だ

が

、

欧

州

に

お

い

て

長

期

的

な

解

決

策

と

さ

れ

る

ｅ

―

ｆ

ｕ

ｅ

ｌ

へ

の

イ

ン

セ

ン

テ

ィ

ブ

を

い

か

に

確

保

す

る

か

が

課

題

と

な

っ

て

い

る

。

欧

州

の

環

境

団

体

ト

ラ

ン

ス

ポ

ー

ト

＆

エ

ン

バ

イ

ロ

メ

ン

ト

の

調

査

に

よ

れ

ば

、

昨

年

２

月

時

点

に

お

い

て

欧

州

で

計

画

中

の

海

運

向

け

ｅ

―

ｆ

ｕ

ｅ

ｌ

プ

ロ

ジ

ェ

ク

ト

は

�

あ

る

が

、

投

資

決

定

済

み

の

も

の

は

六

つ

に

と

ど

ま

り

、

こ

れ

ら

６

事

業

に

基

づ

く

ｅ

―

ｆ

ｕ

ｅ

ｌ

の

供

給

規

模

は

�

年

時

点

で

の

欧

州

の

海

運

エ

ネ

ル

ギ

ー

需

要

の

１

％

に

満

た

な

い

。

現

行

の

規

制

で

は

ｅ

―

ｆ

ｕ

ｅ

ｌ

の

需

要

が

少

な

い

こ

と

、

供

給

コ

ス

ト

が

高

い

こ

と

が

ネ

ッ

ク

と

な

っ

て

お

り

、

公

的

支

援

の

拡

充

な

ど

コ

ス

ト

削

減

が

必

要

と

さ

れ

る

。

欧

州

に

お

け

る

燃

料

転

換

が

い

か

に

進

む

の

か

、

今

後

の

政

策

動

向

が

注

目

さ

れ

る

。


